
令 和 4年 3月 23日

堺 市長  永 藤  英機  様

堺 市議 会 議 員 及 び 市 長 の

倫 理 に 関 す る 調 査

会 長  岡 口  吉

令 和 3年 資 産等報 告 書 等 に 関す る審 査 の結 果 につ い て

令 和 3年 資 産等報 告 書 等 の審 査 結果 につ い て 、堺 市長 の倫理

に 関す る条 例 (平 成 18年 条 例 第 45号 )第 8条 第 4項 の規 定

に基 づ き意 見 書 を提 出い た します。





令和 3年資産等報告書等に関する

i

Ji:こユ( 見 書

堺市議会議員及び市長の倫理に関する調査会





第 1 資産等報告書等の日¬し入状況

審査を行なった報告者 49人の資産項目ごとの ,¬し入状況は、次のとお りである。 (単位 :人 )

資 産 項 目 記 入 あ り 該 当 な し

資

産

等

芋侵

望

土  地 25 24

地上権又は土地の賃倍権 2 47

建物 25 24

その他の不動産 1 48

預金・貯金 (当 座 普通 ) 42 7

預金・附金 (定期等 ) 20 29

金銭信託 5 44

有

価

証

券

国債証券 0 49

地方債証券 0 49

社債券 0 49

株券 6 43

その他 1 48

自ζり]車 、船殉白、航空機及び美術工芸品 22 27

生

ヾ

常

る

日

い

活 の 用 て

産

し

動

供

く

―

瞼の  ⌒汀́
5 44

ゴルフ場不可用に関り^る オ七千」 3 46

貸付金 6 43

借入金 15 34

現金 8 を 1

その他の債権 3 46

その他の債務 3 46

所

得

等

報

上

書

総

合

訊

税

事業所得 4 45

不動産所得 5 44

利子所得 0 49

配当所得 3 46

給与所得 49 0

雑所得 4 45

譲渡所得 0 49

一時所得 1 48

分離,早税に係る所得 4 45

山林所暑 0 49



'o‐ 産 項 目 記 入 あ り 該 当 な し

DT

得

等

辛Fk

主

前

年

中

の

収

入

給 与 49 0

配 当 金 3 46

利 子 1 4 8

賃貸十引 3 46

謝 礼 金 0 49

そ の他 42 7

贈 与 に よ り取 得 した財 庁
~ 48

利益 の供与 2 47

もてな し 0 49

報 F)]

連
告 会

書 警

報 酬 の あ る もの 49 0

報 lFvlの な い もの 3 5 14

公 職 を退 い た 後 の雇 用 に 関す る

契 約 そ の他 取 り決 め
0 49

資

産

取
声フ|

幸R

告

書

国債「「券 0 49

地方 I責 ,止 券 0 49

社債券 0 49

株 券 1 4 8

その他 の有価証券 1 48

先物商詰 1 48

不動産権 益 6 43

第 2 会 議 の 経 過

会議の開催 年月 日、開催場所及び審議 の概要 は、次の とお りである。

開催年月 日 F子伺催場所 審 議 等 の 概 要

第 1回 令和 3年 7月 21日 市役所本庁

資産年報告書等の審査依頼

会長・副会長の互選

条例の越旨・l既要等の説明

第 2回 令和 3年 10月 13日 市役所本庁 資産等報告書等の書面審査 (議員分)

第 3回 令和 3年 H月 8日 市役所本庁 資産等報告書等の書面審査 (議員分、市長分)

第 4同 令和 4年 二月 12日 市役所木庁
資産等報告書等の書面審査 (議員分)

令和3年資産等報告書等に関する意見書作成の審議
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第 3 審 査

1 審査方法

原則 として、次の順序及び方法によって審査を行 うものとした。
(1)書 面客査

委 員各 自が、事前 に資産等報告書等 の記栽事項 につ いて比申交対 照 を行 い

出 し、調査会にて疑 F口月点 を出 し合 う。
ア 単年度 関連」由目の比較対 照

[例 ]利 子 と預金

配 当金 と株 式取 引

賃貸十1と 不動 産

その他 (事 業収入 )と 営業用不動 産 動産

不子J産 と不動 産 ll「 益

地位 と給与

イ 過年度 に発 ける資産等報告音等 の同一項 目の比較対照

疑問点を抽

(2)文 書 に よる ,比 明依頼
上記 の疑 F口句点 につ いて調査会 が必要 と認 める場合 は、報告者 に対 し文書 による説明を

求 め る。 口頭質問 に対 して文書 に よる回答 は これ に準 じる。

(3)疎 明資料の提 出依頼
上記 の説日)lに よって もなお疑 間が残 るときは、報告者 にそ の ことを裏付 ける資料の提

出 を求 める。

(4)事 情聴 取
上 記 の説 口月及び提 出に よって もなお暴問点が解 明で きない とき、及 び上記 の説 l月 及び

提 出 に応 じない ときは、調 査会 に報告者 本人 の出席 を求 め、報 告者 に対 し、委員が質問
をす る。

なお、正 当な理 由な く事情聴取 に応 じなか った者 については、その 旨を意見書中に記
載 す る。

(5)留意事項

資 産等報告書等 の審査 にお いて疑 問点が生 じ、文書 に よる説 明、疎 明資料の提 出又は
事 情聴 取 を求 め る場合 は、客観 的 な根拠 を示 して行 う。

(6)市 民調査請求 に係 る調 査

市 民調査請求 に係 る調査 については、上記 に定 め る審査方法 (取 ↓Rい に関す る細 目を
含 む。 )に 準 じて行 う。

(7)補 足説 明資料 の取扱 い

資産等報告書等 の著査 の便宜 を 目的 として、訓査会 に対 し報告義務者か ら自発的に提
出 され た補足説明資料 については、審査の参考 とす る。

2 書 面審査及び文書 による ,光 明依頼 について

資産 等報告各等 の審査 の第 1段 階 としての書面審査及び第 2段 階 としての文妻による

説 日ll依 頼 については、次の とお り取 り扱 うもの とした。

(1)審 査順序

ア 審査は、資産等報告書等級の前か ら順番 に行 うもの とす る。
イ 委員である議員の審査 については、後回 しとし、書商審査の最後 に行 うもの とす る。

(2)委 員 である議員の審空

委員である議員は、 自己の資産等報告書等が審査 され る間、退席 す るもの とす る。

(3)文 書 に よる説 明依井頁

表 現方法及 び公 平 の見地 か ら必 要 な調整 を
'」

lえ た ほ うが よい場合 は、書 面審査終了後
す べ ての報告者 の指摘 事項 を ま とめ説 明依頼 を行 う。その必要 が ない場合 は各報告者 に
それ ぞれ 文書に よる説 明 を求 め る )ヽの とす る。

な弟、場合 に よつて は文書 に よる説 明依頼 に代 えて、事務局 を通 じて報告者 に対 して
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日頭 で照 会 し、 そ の結 果 を事務 局 か ら報 告 させ る こ とが で き る もの とす る

(4)文 書回答 の客■旦

ア 文書回答 の審査の結果 、必要 と認 め るときは、再度文書 に よる説 明を求 めることが

で きるもの とす る。

イ 文書 に よる説 明を求 め られ た者 が正 当な理 由な く期 限まで に回答 を提 出 しない場

合 は、文書回答 を拒 んだ もの として次 の段階の審査 に移 るもの とす る。

ウ 文書 に よる説明に代 えて出席説 明を求 めた場合 は、書面審査終 了後 に出 イ】説日月の機

会 を与 えるもの とす る。

(5)委員が市長又は議員の父け、祖父母、配偶者、子、孫、若しくは兄弟姉妹である場合の審査

委員が市長又は議員の父母、祖父母、配偶者、子、孫、若 しくは兄弟夕,妹である歩合、当該人の

書∫′′上製各■J“カミ蒸杏よュ]ム P口¬ 浪席十る草、の〉する.

3 1下 明資料 の提 出について

資産等報告書等の審査の第 3段階としての疎 ll月 資料の提出については、次のとおり取 り扱 うものとし

た。

(1)疎 明資料 は、次の よ うな もの とす る。 ただ し、 これ らは例 示 で あつて、それぞれ の事

案 については、倫理調査会 の審議 を通 じて、個 々具体的 に決 定す る もの とす る。

ア 無報酬証明書、給与支払証 明書 (収 入 関係 )

イ 取引内容証明菩 (有 価証券関係 )

ウ 金銭消費貸借契約書、借用書 (貸 付金 借入金 ll l係 )

工 預貯金 ★々高証明書 (預 貯金 Fァ月係 )

オ 登 記簿障本、固定資産税評価証 明苦 (不 動産 関係 )

力 住民票 、戸箱謄 (抄 )木
キ 石Ⅲ定 申告書 (控 )

(2)Fオ 明資料 の提 出に際 しては、再度 文書 による説 明を求 めるこ とが適 当である と認 める

場合 は、疎 明資料 の提 出に先だ って、先 に提 出 した説明書を柿 充す るための又 は二‐なつ

た角度 か らの説 明を求 めるもの とす る。

(3)条 例 上報告義務 のない項 目及 び部分 については、殊切資料 の提 出 を求 めない もの とす

る。 ただ し、場合 によつては、状況説 明 を求 めることができ る。

(4)疎 日月資料の提出については、審査の第 2段階である文ヨ による説 明 を終えた段階で特

に経問のある報告者に限つて、提出を求 めるもの とす る。

(5)疎 明資料 の提 出を求め る場合 は、提 出を求 め る報告者 に対 し、必 要 に応 じ疑間の内容

及びそ の資料 を之、要 とす る理 由を説 明す るもの とす る。

(6)疎 H月 資料 の提出及び提出 された資料の公 F,日 にあたつては、提出者及び第二者のプライ

バ シーーを尊重す るよ うに努 め、審査上不必要な部分については、塗 りつぶ し等の措置を

とるもの とす る。

(7)疎 Π月資料 の提出に要 した費用 については、提出者の負担 を軽減す るための措置 を別途

検討す るもの とす る。
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第4 資と等報告書等に対する審査結果

報 告 者 名 審 査 結 果

I 力 日 藤  イ1真 平  議 員 調査会の指摘による訂工事項なし

2  青堕 圧 l  美 栄   議 員 調査会の指摘による訂工事項なし

3 中 野  貴 文  議 員 調査会の指摘による訂工事項なし

4  Ji壁 F  充 司   議 員 調査会の指摘による訂工事項なし

5 藤 井  載 子 ―  口義 員 調査会の指摘による訂工事項なし

6    白  辛コニ    米 ―     議 員 ,司査会の指摘による訂正事項なし

7    /」  ヽ野      イHヨ ■1■     議 員 調査会の指摘による訂正事項なし

8  ル<田    矛 干 ―   馬岳 ■ミ 調査会の指 1狗

~に
よる言「正事項なし

9  卜 1]] 陽 メ 、  議 員 調査会の指摘による訂正事項なし

10  渕  _上二    必孟 志    言語言」讐ミ 調査会の指摘による訂正事項なし

1 1  森  に 日     晃

一

    議 _員 調査会の指摘による訂正事項なし

12 兵た學ξラヨトこ  詈壬子   需長 員 調査会の指摘による訂工事項なし

13 1塑ゴプII  矢口 己   青発 委ミ 調査会の指摘による訂工事項なし

14 イジ子 リ サL精 二  議 員 調査会の指摘による訂工事項なし

15 イ‐L場  泰 司  議 J 調査会の指摘による訂正事項なし

16 ヽ子
‐
Fヽ
~   

弓≧ 辛告   高麦 委章 世
']査

会の指摘による訂I事項なし

17 白/Jウ身  J真 一一  言義 員 調査会の指摘による言]‐ 正事項なし

18 ;峯 EJ  イ正 ガ封   ξ義 ど肇 「
lJl査会の指摘による訂正事項なし
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報 告 考 名 審 査 結 果

19 信 員  良 太  議 員 調査会の指摘による訂工事項なし

20  ワ筍 プII   良 半    議 _畠 調査会の指摘による言r正事項なし

2 1  平Lニ イ貝U    彊ヨ ぢ妄多    f事3J≡ミ 調査会の指摘による訂工事項なし

22 _)、  山    ゴJ卜 γ合   言岳 員 調査会の指 l向 によるPT工事r自 な し

23  日 千竜   4修≡ 圭F   詩岳 套試 調査会の指↓尚による訂正事項なし

24 西 哲 史  議 員 調査会の指摘による訂工事項なし

25 フ

「

火田 匡   議 員 調査会の指摘による訂工事項なし

26 /Jヽ り己   斎尋 久   言畿 讐主 調査会の指摘による言f工事項なし

27 ‐【子 フl、   男言
こ冷   幕毛 員 調査会の情摘による訂正事項なし

28 耳写 巧歪干   号牟ξ ttξ
生   島義 ど≡≡ ‖μ査会の指|,lに よる訂工事項なし

29 7耳 田    辛告 簗砥   高混 Fミ 調査会の指摘による訂下事項な 1

30井 関  貴 史  議 員 調査会の指摘による訂工事 [言 なし

31 
「

オ寸   太 ヤー  議 員 F用査会の指摘による訂工事項なし

32  -一 気三    挺と 七L   高£ F甍 調査会の指摘による訂正事項なし

33 学生土二 田    克 史   ξ喬き言員 調査会の指摘による肩T正事項なし

34 刻く ッ′ 「―厄比 導努   高義 婆≧ P月査会の指lm~に よる訂工事項なし

35 米 Fヨ   敏 文   言勇 ●ミ 調査会の指摘による訂T事項なし

36 池 尻   秀 樹   議 員 調査会の指摘による証正事項なし
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報 告 者 名 審 査 結 果

37 嬰予 Чユ   さて フ▼革   轟義 Eミ 調査会の情捕による訂正事項なし

38 
「

LJ口   典 子   議 員 調査会の指摘による訂正事項なし

39 内 オ可  日召 =■  議 員 P月査会の指摘による訂工事項なし

40 大 十イ(  健 ____  議 員 調査会の指摘による訂工事項なし

41 デ主 田 議 員 調査会の指摘による訂工事項なし

42 口耳 :渕   不口 夫   議 員 世円合`会の指摘による訂正事項なし

43 蓄≧ lJJ  `「 不 l」  岳義 委ミ 調査会の指摘による訂工事項なし

44 τイ オ ミ   月三 二子   高混 員 調査会の指摘による訂正事項なし

45 吉 プ「1   敏 _す   議 員 調査会の指摘による訂工事項な し

46 千子 プII 守                  議     員 調査会の1青摘による訂工事項なし

47 車乞    奨≦
~了
_子   ロゴ)● 甍 調査会の指摘による訂工事項なし

48 長 谷 プ「f俊 英   議 員 調査会の指摘による訂工事項なし

49 永 藤   英 機   市 J＼ 調査会の指摘による訂下事項なし

第 5 条例第 10条 の規定に基づ く市民の調査請求
な し

な し

第 6 資産等報告書等の提出遅汁、虚偽報告又は調査に協力 しなかった等

7



第 7 報告 もれがあつた者 の氏名 とその内容

第 8記 入誤 りがあつた者 の氏名 とその内容

永 藤  英機

令 和 2年 関連 会 社 等 報 告 書

2 報 酬 の ない もの  別 紙 1

(訂 正後 )

末 足 に以 下 の項 目を追 加 す る。

長 谷 川  俊 束

令 和 元年 資 産 等 報 告 書

1 土地

(,丁 正 前 )

(訂 正 後 )

会社その他の法人の名

称
住所 役員、F■う問その他の職名

Sl首都推進本部
大阪市北区中之島 1丁 日3番 20

号
副本部長

竹内街道 横大路 (大道 )

活性化実行委員会

大阪市住之江区市港北 2110
ATCビル I TNI中 6階 (会長市

大阪市)

大阪市中央区大手前 3丁 日

212府庁別負R4階 (大 阪府下の

事務局 !大阪府 )

奈良市登大路町 30(奈 良県下の

事務局 :余良県)

委員

堺大魚夜市実行委員会 堺市堺区中之町西 2丁 2番 3号 名誉顧問

大阪府防災会議 大阪市中央区大手前 2卜22 委 員

全国都市職員災害共済

会堺市支部
堺市堺区南瓦町 31 文部長

大阪広域ベイエリアま

ちづくり推進本
=ト

大阪市住之江区南港北 1丁 目

1416 大阪府咲洲庁舎 31階
副本部長

所在 種 別 面積
固定資産税の

,甲 税標準額
摘要

堺市北区新金岡町 5

T5番 54 宅 地 20047ポ 4,085,779円 持分 2/3

以下余 白

所在 種別 面積
固定資産税の

課税標て1額
摘要

堺市北区新金阿町 5

丁 5番 54 宅 地 200 47ポ 4,487,659円 持分 2/3

以下余 白
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3 建物

(言]正 前 )

(訂 正 後 )

令 和 2年 資 産 等 報 告 書

1 土 地

(訂 正 前 )

(訂 正 後 )

3 建物

(訂 正前 )

所在 種別 床面積
固定資産税の

訳税標準額
摘 要

堺市北区新金岡町

5丁 5番 54
居 宅 23017ポ 6,903,345 円 持分 2/3

堺市北区新金岡町

5丁 5番 54
倉庫 2075ポ 116,698円 ヤ子う)2/3

以下余白

所在 種別 床面積
固定資産税の

課税標準額
捕要

堺市北区新金岡町

5丁 5番 54
居 宅 23017r 6,779,817円 持分 2/3

ナ
,よ 市北区新金岡町

5丁 5番 54
倉庫 20751ギ 116,698円 持分 2/3

以下余 白

所 在 種別 面積
固定資産税の

誤税標準額
摘 要

堺市北区新金岡町 5

T5番 54 宅地 200 4711i 4,085,779円 持分 2/8

以下余 白

所 在 種 別 面積
』定資産イ丸の

誤税標準額
摘要

堺市北区新企岡田「 5
‐
]5番 54 宅地 200 47ポ 4,487,659円 持分 2/3

以下余白

所 在 れ五据可 床面積
固定資産税の

課税標準額
揃要

堺 市北区新金岡町

5丁 5碁 54
居 宅 23017ポ 6,903′ 345円 持分 2/3

よ平l市北区新金岡町

5可
‐
5番 54

倉庫 20 75nア 1〕 a698円 持う司`2/3

以下余 白
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所在 T二月ば 床面積
固定資産税の

F;kイ)と 1月にこ乍笙ィ・・閂
摘 要

堺市北 区新金 岡町

5丁 5番 54
居 宅 230 17ポ 6,779,817円 持分 2/3

堺市北区新企岡町

515番 54
倉庫 2075ポ 116,698円 持分 2/3

以下余 白

(訂 正 後 )

第 9 付属意見等

1 資産等報告書等への記入について

資産等報告書等について、概ね適正に作成されているが、過去の報告吾も含め、いくつか報告もれ

及び記入誤 りによる報告書の訂正が見受けられた。

イ
.ョ 産等報告書等は広く閲覧に供するt)の であり、また、資産等報告書等の作成 公ドォ月は、市民への

高潔性の実証のために課せ られた責務である。このことをふまえ、報告者においては、条例の趣旨

目的を深く認識するとともに、作成に当たつては、根拠資料に基づき、すll心 の注意を払い正確かつ丁

寧に作成するよう求める。

2 資産等報告書等の記il内容について

以下の点について、意見交換がなされた。

(1)関連会社等報告書の 「1 報酬のあるもの」には、堺市議会における委員会と役職が個別に記載

されている。しかと、この委員会報酬は毎月の議員報酬等に合まれるため、所得等報告書の「2 前

年中の収入 (収入の区分 給与)Jの別紙「堺市からの前年中の収入内訳」には、界市議会における

委員会の報酬が記載されておらず、市民にとつてわかりづらい葉ぅのとなっている。

(2)関連会社等報告書の「1 キR酬 |の あるものJに は、報 FV村 が支払われたかどうかを問わず、当該「会

社その他の法人」から報酬等の金銭が支払われるものとされている場合に記載 されている。また、

報割‖等についての規定がない場合や当該 「会社その他の法人Jが休上 している場合は、「2 報酉‖

のないもの]に記栽されている。しかし、これらの点については規定等に明記されてお らず、「 1

報酬のあるものJと 「2 辛R酬のないものJの どちらにH己載すべさか、オフかりづらいものとなって

いる。

(3)資産等報告書の 「5 預金 貯金 (2)その他の源金・貯4Jにおいて、市民にとつてわかりや

すい報告書にする繊点から、定期預企については利忠の運用方法に関わらず、「総額Jギ・lに は元金

を記載するなど、記載の統一を倹討すべきである。

これらをも、まえ、議員及び市長が資産等報告書等の記載方法について十分理解 した にで作成できる

よう対応し、公開された資庁上等報告書等が市民にとつてわかりやすい内容となるよう検討 されたい。

1()



3 そ の他

中プト委員から、以下のとお り意見があった。

(1)資 産等報告妻等の ,Rし 載において、価額区分を記載する項 目と金額を記栽する項目が混在 しわかりづ

らいため、より正確でわか りやすい報告書とする観点から、金額を員己哉するよう統一すべきである。

(2)資産等報告書「8本人が日常生活の用に供している自動車、船舶、航空機及び美術工芸品 (取伶価

額が 1,00o,ooo円 を超えるものに限る。)」 について、より正確でわか りやすい報告書とする観点か

ら、数量ではなく取得価額で記哉すべきである。

倫理調査会委員

会  長

副会長

委  員

′′

′′

′′

′′

′′

′′

′′

′′

′′

′′

円 日

野 里

近藤

坂 井

曽賀

中井

吉井

若 本

渕 上

IL場

石 本

井 関

大 林

吉美

文 盛

真 理 子

平世子

善 雄

晃

英 博

理 子

猛 志

泰 司

京 子

貴 史

l'と 二

(市 民選 出委員 )

(議 会選 出委員 )

(市 民選 出委員 )

(市 民選 出委員 )

(市 民選 出委員 )

(市 民選 出委員 )

(市 民選 出委 員 )

(市 民選 出委員 )

(議 会選 出委 員 )

(議 会選 出委員 )

(議 会選 出委員 )

(議 会選 出委員 )

(議 会選 出委員 )

意 見書提 出 日

令 和 4年 3月 23日
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